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平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金 

募金箱の設置について 

 

 
 標題の件につきまして、下記のとおり募金箱を設置しますので、お知らせします。 

 

 

記 

 

  ① 内 容 

    平成３０年９月６日に発生した北海道胆振東部地震により、死亡者・重軽傷者が

多数出るなどの人的被害が出るとともに、多くの家屋が損壊するなど、広い範囲で

被害が発生しているとの報告があっている。 

本市においては、その被害を受けられた方々の生活再建の一助とするため、義援金

を募り、被災地を支援する。 

 集まった義援金については、日本赤十字社を通じ、被災地へ送金する。 

 

  ② 設置場所 

     雲仙市福祉事務所、市役所本庁、各総合支所福祉担当窓口 

（ ※ 計８箇所 ） 

 

  ③ 設置期間 

    平成３０年９月１２日（水）から 平成３１年３月２２日（金）まで 

担当課 

担当者 

電 話 
 

ＦＡＸ 

健康福祉部 福祉課 

主査 永田 信也 

0957-36-2500 
（内線 5511） 

0957-36-8900 

雲 仙 市 


